
1 ．�はじめに
　令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震は
M7.6の地震であり，石川県志賀町と輪島市では
震度 7を記録した。令和 6年 6月25日時点で，石

川県下で報告されている死者260名を含めて人的
被害は1,586人，住家被害は125,976棟にものぼり1），
平成28年熊本地震に匹敵する被害規模となってい
る。本災害は，生活サービスの利便性，少子高齢
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Abstract

This study clarifies the actual situation of data linkage in municipalities during disaster 
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化や地域経済振興が課題にあげられている半島と
いう地域を大規模な地震が襲ったことが特徴であ
る。市町村役場エリアの通信環境は 1月 3日まで
に復旧されたが，幹線道路は通行不可の箇所も多
く，被害の全体像を把握することが非常に困難で
あったことから，特に避難所対応を中心に，初動
ならびに応急対応についても多くの課題が挙がっ
ている2,3）。被災地では現在も災害対応が続けら
れているが，今後起こりうる南海トラフ地震等で
も同様の事態になることが容易に予測される。
　政府は，「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」（令和 4年 6月閣議決定）において，連携基盤
（ツール），利活用環境，データ連携に必要なルー
ルを包括的・有機的に提供する基盤としてのプ
ラットフォームを令和 7年までに整備する目標を
掲げている。防災はその中でも重点分野として位
置付けられており，プラットフォームの中核を担
う総合防災情報システムの構築，指定公共機関等
の災害対応機関が共有すべき特に重要な災害情報
としての災害対応基本共有情報（EEI）の検討等
が行われている。総合防災情報システムはすでに
運用がされており，災害情報を地理空間情報とし
て共有するシステムとして，災害情報を俯瞰的に
とらえ，被害の全体像の把握を支援することを目
的としている。操作性やデータ量の強化や収集・
共有範囲の拡大を目指し，令和 6年度から新シス

テムの運用開始を想定していた4）。表 1のように
近年地理空間情報や地理空間情報システム（GIS）
を活用し，被害状況の可視化を通じて各機関の現
場で行われる方針判断を支援した事例が多く存在
する5-9）。その中で体制において求められる機能
や情報処理の過程の重要性が事例として示されて
いるが，多くが国や都道府県が対象であり，市町
村における実態を報告した事例は多くない。
　そこで本稿では，令和 6年能登半島地震を対象
に，市町村の災害対応における GISを用いたデー
タ活用の実態を報告する。 2章にてデータの活用
の枠組みを示す。 3章にて，災害対応に係るデー
タや扱われ方，データの処理過程，データから生
成された成果物をデータ活用の実態として示す。
4章で総括として実態から得られた知見を示す。

2 ．�実践内容と遠隔を想定した活動スキーム
　本章では，輪島市との協働的な実践についてそ
の概要と体制を示す。

2.�1　�活動目的と内容
　発災後，筆者らが現地入りできたのは 1月11日
であった。事前に共著者でもある輪島市職員と調
整し，総務部と意見交換を行った。輪島市は2007
年能登半島地震を経験し，情報技術（GIS等）を
活用した専門家の支援を受け10），被災者生活再建

表 1　災害対応における地理空間情報や地理空間情報システム（GIS）の活用事例

主な事例 新潟県災害対策本部
地図作成班（EMC）

東北地方太平洋沖地震
緊急地図作成チーム（EMT）

災害時情報集約支援チーム
（ISUT） 輪島市災害対応 DXチーム

対象災害 新潟県中越沖地震（2007） 東日本大震災（2011） 平成30年大阪北部地震
（2018）他

令和 6年能登半島地震
（2024）

カウンター
パート

都道府県 内閣府 都道府県 市町村

目的 ・ 被害，対応状況の可視化
（COPの作成）
・判断支援

・ 被害，対応状況の可視化
（COPの作成）
・判断支援

・ 被害，対応状況の可視化
（COPの作成）
・判断支援

・ 被害，対応状況の可視化
（COPの作成）
・判断支援

情報基盤 外部 外部 外部 外部・市町村
スケール 都道府県 国 都道府県・応援団体 市町村
データソース 市町村 web 国・都道府県・応援団体 市町村
データ作成 外部 外部 外部 外部・市町村
紙のデジタル
データ化

○ ○ ○ ○

関連論文 浦川他（2008） 井ノ口他（2011），古屋他
（2012）

田口他（2018） －
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支援業務を効率的に実施した。その教訓から，平
常時の全庁的な GIS基盤が導入された。本事例
においては，それら基盤を活用し災害対策本部に
おける状況認識の統一や意思決定の支援を目的と
した情報の可視化と共有についての実践を提案し
た。想定される活動内容として，避難所運営や被
害認定調査等応急対応期における主要な災害対応
業務や，空地を中心とした資源管理状況も対象と
して示した。

2.�2　�活動スキーム
　本事例においては発災後の状況も加味し，現場
への長期滞在型の活動ではなく，必要なタイミン
グで現場の活動は実施し，クラウド型の GIS基
盤を活用した遠隔支援を併用した。図 1にて全体
像を示す。基本的には輪島市からの依頼に応じて，
災害対応そのものやデータ連携等の知見の共有，
具体的なデータ処理や作成，クラウド型 GISア
プリケーションの開発や実装を行った。主に個人
情報を中心として，外部に共有できる情報かどう
かを判断したうえで，遠隔ならびに現地支援の必
要性を検討した。本稿では，こうした同じ情報基
盤を活用し，立場が異なる主体同士が知見を出し
合いながら災害対応における課題を解決していこ
うとした現場活動を協働的実践と位置づける。

3 ．�災害対応業務別データ活用の実態
　本事例では，被害規模，災害対応の業務量およ

び進捗状況など可視化し，意思決定を支援するこ
とを目的として，GIS（地理情報システム）を活用
した。可視化や分析においては，部課を超えて復
旧・復興に関わる全市のデータを横断的に活用し
た。本章では，筆者らが参画できた災害対応業務
に焦点を当て，業務ごとに活用された内容を具体
的に示すために，業務目標について，主な情報処
理やデータの活用について，成果物について示す。

3.�1　�応急危険度判定
（1）�業務目標
　応急危険度判定とは，訓練を受けた建築の専門
家が実施する発災後の建物の安全性を評価する調
査である。主な目的は余震による倒壊の危険性や
外壁・窓ガラスの落下，付属設備の転倒など，人
命にかかわる二次災害を防止することであり，そ
の安全性を危険（赤），要注意（黄），調査済（緑）
の 3段階で評価する11）。輪島市では，①調査を迅
速かつ効率的に実施すること，②速報として示さ
れる被害の全容を全庁的に共有し認識をすり合わ
せること，③続く業務にデータを活用することが
業務目標として挙げられた。 1月 1日の発災以降，
被害の全体像がつかめずにいたものの，全体とし
て危険（赤），そしてその後に実施される被害認
定調査による被害区分である全壊相当の家屋も相
当数あることが予測された。人命にかかわる二次
災害を防止するという観点から，河井地区の全焼
地域，集団で避難を行っている地域など，二次災

図 1　活動スキーム
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害の対象となる世帯が生活している可能性が低い
地域などを除いて，いかに迅速に調査を実施する
のかが重要であった。
（2）�主な情報処理やデータの活用
　応急危険度判定業務は2024年 1 月10日より 5班
体制で開始された。まちづくり推進課が全体の調
整を行った。調査は調査項目と位置情報の蓄積を
目的として，クラウド GISアプリケーション
（ArcGIS Online, survey123）を活用し，電子フォー
ムを用いたモバイル端末により実施された。調査
項目については，応急危険度判定項目である「隣
接建築物・周辺地盤の破損による危険」といった
一見して危険と判定するための項目以外に，この
後に実施される被害認定調査における現地調査数
を削減するために，地震災害における被害認定調
査フロー（木造・プレハブ，第 1 次調査） 12）に組
み込まれている層破壊の有無といった外観による
判定，傾斜による判定，部位による判定項目が追
加した。これらはいずれかに該当する場合に，被
害認定としての全壊と判断できる項目である。ま
た所在地として，調査地点の位置情報も同時に取
得できるようにした。最終的には70班までに拡大
し， 1 月21日までにのべ8,593件の調査が実施さ
れた。
（3）�成果物
　（2）で示した調査票の一部を図 2にて示す。ア
プリケーションにより入力された調査結果は，リ

アルタイムで集計し，状況を関係部署に共有する
ために可視化した。可視化にはクラウド GISア
プリケーション（ArcGIS Dashboards）を用いた。 

本アプリケーションにて作成されたコンテンツを
以下，ダッシュボードとする。図 3にて調査状況
の共有を目的として作成した応急危険度判定結果
ダッシュボードを示す。現在どの地区でどれくら

図 2　モバイル調査用フォーム

図 3　応急危険度判定集計ダッシュボード
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いの調査が完了し，それぞれどのような結果が出
ているかを示すために，調査結果ポイントと輪島
市の地区ポリゴン，大字ポリゴンとをそれぞれ空
間結合し，地域別で調査結果を集計できる仕様と
した。中心には判定結果の集計結果をパイチャー
トと数字で表示させた。右側には地図を載せた。

3.�2　�応急仮設住宅の建設
（1）�業務目標
　建設型の応急仮設住宅について，早期の住民の
入居を目的として，建設戸数を算出，計画・着
工・竣工の進捗管理を業務目標とした。
（2）�主な情報処理やデータの活用
　担当部局では事前に建設候補地をリスト化して
いたが，不足する場合を想定して，市民に対して
貸し出し可能な土地についての情報提供を求めた。
情報は電話にて受け付け，聞き取りを行った内容
をクラウド GISアプリケーション（ArcGIS Online, 

survey123）にてデジタルデータ化した。データ
化に際しては，住所情報に位置情報を付与しポイ
ントデータ化した。併せて，入居希望者を電子申
請にて募集した。建設戸数の算出に当たっては，
入居希望者のうち入居対象となりうる事前条件に
合致するかを検討する必要があった。しかし罹災
証明書の交付が未実施であったため，応急危険度
判定ならびに調査済みの被害認定調査結果を用い
た。応急危険度判定はあくまでその建物の安全性

を判断するという調査の特質上，被害認定調査に
おいては技術的な都合上筆者ら庁外関係者が対応
する必要があり，個人情報を切り離し位置情報の
みを取り扱うことができたため，上記の検討は位
相関係から推察する必要があった。そのため，申
請情報の住所に位置情報を付与し作成したポイン
トデータと，被害認定調査結果のポイントデータ
（作成プロセスは3.3を参照）に対して，再近隣の
ツールを用い，一番近いポイントデータ同士を結
合して，その結果に含まれている結合したポイン
ト同士の距離（結合距離）からポイントを結合し
た。統合距離については， 4m， 7m，10m，
15m，20mでそれぞれ実施したが，統合距離が
7m以上のものについてはあまり傾向が変わら
なかった。いずれの距離においても，申請者のう
ち約40％が「準半壊」もしくは「準半壊に至らな
い」であった。そのため，申請者のうち約 6割を
建設が必要であると仮定した。
　事前に検討されていた候補地と上記の建設戸数
の算出から，建設計画が作成された。計画策定後
は，担当部局と工事等を担う建設事業者等とで状
況を共有する必要があった。そのため，仮設住宅
の建設候補地の住所に位置情報を付与しポイント
データ化し，属性情報として面積，建設予定戸数，
進捗状況を定義した。
（3）�成果物
　図 4にて建設事業者等との間で共有すべき情報

図 4　GISによる建設型応急仮設情報の管理

自然災害科学 J. JSNDS 43-3 （2024） 623



を GIS化し表現した地図を，図 5にて現在どの
場所で建設がどれくらい進んでいるのかを把握す
ることを目的とした応急仮設住宅建設進捗ダッ
シュボードを示す。3.1と同様に，輪島市の地区
ポリゴン，大字ポリゴンとをそれぞれ空間結合し，
地域別で調査結果を集計できる仕様とした。シン
ボルは大きさで建設戸数を，色で進捗状況を表現
している。

3.�3　�建物被害認定調査
（1）�業務目標
　罹災証明書の結果はその後の各種支援の基準と
なるために，支援を担当する部局においても状況
を把握する必要があった。そのため罹災証明書交
付を前提とした被害認定調査について，その結果

を可視化することを業務目標とした。
（2）�主な情報処理やデータの活用
　石川県は吉富ら13）による研究開発をもとに商用
化されたシステムを導入しており，輪島市でも活
用された。調査についてはモバイル端末を用いて
行われ，調査結果が随時ポイントデータ化された。
本格的な調査は 1月25日から実施された。調査結
果は住民基本台帳や家屋課税台帳が上記システム
内で統合され，罹災証明書の交付結果とともに被
災者台帳のマスターとして記録される仕組みと
なっていた。
（3）�成果物
　図 6にて被害認定調査がどれくらい進んでおり，
どのような認定結果が出ているのかを可視化する
ことを目的として作成した被害認定結果ダッシュ

図 5　 応急仮設住宅建設進捗ダッシュボード（※数字は実際の建築戸数と
は異なる）

図 6　 被害認定結果ダッシュボード（※数字は途中経過であり実際の調査
数とは異なる）
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ボードを示す。3.1，3.2と同様に，輪島市の地区
ポリゴン，大字ポリゴンとをそれぞれ空間結合し，
地域別で調査結果を集計できる仕様とした。調査
結果はそれぞれ数値とパイチャートで表現してい
る。

3.�4　�避難所関連
（1）�業務目標
　必要な物資量の算出や避難所の閉鎖等の検討材
料とするために，避難所ごとの避難者数を可視化
することを業務目標とした。
（2）�主な情報処理やデータの活用
　 1月31日に輪島市から避難所別避難者数のエク
セルデータを収集した。市の指定避難所以外にも
避難者がいる施設等の名称，断水・停電状況，避
難者数（人数のみ）等の情報が記載されていた。
施設の住所は，市のオープンデータとして公開さ
れている公共施設と指定避難所を活用し，どちら
にも記載がない施設については Google map等を
活用し，住所情報を取得した。住所はジオコー
ディングの処理を加え位置情報を付与した。
（3）�成果物
　図 7にて避難所ごとの避難者数を可視化するこ
とを目的として作成した避難状況ダッシュボード
を示す。3.1，3.2，3.3と同様に，輪島市の地区ポ
リゴン，大字ポリゴンとをそれぞれ空間結合し，

地域別で調査結果を集計できる仕様とした。受領
したエクセル内の情報を数値化，グラフ化してい
る。シンボルの大きさは避難者数を示している。

3.�5　�上水道復旧
（1）�業務目標
　被害の全体像をつかむためだけではなく，帰宅
などの住民の動きの予測や，仮設住宅等の建設箇
所を検討するために，通水状況を可視化すること
を業務目標とした。
（2）�主な情報処理やデータの活用
　輪島市ではホームページにて，通水・復旧時期
についてテキストで公開を行っていた。図面数が
多く，紙では煩雑になる給配水台帳図による復旧
状況管理を GISにより効率化できるかが課題で
あった。GISデータとして存在した上水道管路図
に属性項目を追加し，紙で受領した復旧状況を目
視で確認し，該当する部分について更新を行った。
（3）成果物
　図 8にて現在の通水状況を可視化する目的で作
成した水道復旧状況ダッシュボードを示す。属性
項目に含まれる項目をもとにソートをかけられる
仕様としている。また図 9のように，外部更新に
よるタイムラグを減らし，担当職員自らで修正を
簡易にできるアプリケーションも構築した。

図 7　 避難状況ダッシュボード（※数字は途中経過であり現在の数値とは
異なる）
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3.�6　�まとめ
　以上から GISを活用した業務と横断的なデー
タ活用の全体像を図10にて示す。図の上部にて主
な災害対応業務について，下部に関連したデータ
について示す。被害規模，災害対応の業務量およ
び進捗状況など可視化し，意思決定を支援するこ
とを目的として，GIS（地理情報システム）を活
用した。可視化や分析においては，部課を超えて
復旧・復興に関わる全市のデータを横断的に活用
した。例えば，どちらも同じ発災後に行われる建
物を対象とした調査ではあるが，安全性をみる応
急危険度判定と，被災者生活再建支援金支給の根
拠となる被害認定調査では目的が異なるため調査
手法や項目，調査担当者が異なっている。しかし

本事例では，被害の全体像をつかみ，現地調査数
の削減といった形で被害認定調査につなげると
いった明確な目的のもと，クラウド GISアプリ
ケーションを用いた応急危険度判定が実施された。
データの蓄積は，状況の共有を目的とした可視化
の実現に繋がり，横断的なデータの活用の足掛か
りとなった。結果的に収集されたデータは，罹災
証明書の交付結果に先駆けて，建設型応急仮設住
宅建設戸数の見積もりに活用された。被害認定調
査や罹災証明書の交付が進むにつれて，石川県が
導入する情報システム内に住民基本台帳や課税台
帳の情報と突合される形で，被災者台帳のひな型
となりうるデータベースが構築されていった。
　データ作成のプロセスは共通して図11のように

図 9　配水管路網の復旧状況管理用ウェブアプリ

図 8　 水道復旧状況ダッシュボード（※数字は途中経過であり現在の数値
とは異なる）

折橋・鈴木・倉本・宇羅・浦川：市町村の災害対応における GISを用いたデータ活用の実態626



整理できた。基本的には，情報収集，単純集計，
目的別の集計がなされた。現場対応による情報収
集の際には，GISデータの有無，各種のフォー
マットを中心に集めるべき情報の型が定まってい
るかが重要だった。情報の型はデータセットとし
て整理し，住所情報をもとにアドレスマッチング
による位置情報を付与し，GISデータベース化し
た。GISデータは単純集計として，webマップ上
にレイヤーとして重ね可視化された。その後，そ
れぞれの業務の目的に特化した形で集計され，数
値やグラフとして表現されることが現場からは求
められた。令和 6年 4 月末までに作成された GIS

を活用して作成されたデータの内訳を表 2にて示
す。特に分析を行った応急仮設住宅についてはレ
イヤー数が他に比べて比較的多かった。

図10　GISを活用した業務と横断的なデータ活用の全体像
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図11　データ作成フロー
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4 ．�総括
　本稿では令和 6年能登半島地震を対象に，市町
村の災害対応における GISを用いたデータ活用
の実態を報告した。

4.�1　�現場において情報共有や可視化は何のた
めにされたか

　 3 章で示したように，収集したデータは GIS

を用いて可視化した。これは現場対応によって収
集された情報が，それぞれの目的に応じて加工す
る必要があったことを意味している。例えば，避
難所においては配置される物資量や避難所の統廃
合などを見越して，現状を各部署で共有する必要
があった。上水道の復旧状況においても同様であ
る。建設型応急仮設住宅においては，建設戸数の
見積もりという明確な目標があったのは，関連す
る建設業者の発注の数や時期を早期に判断する必
要があったためである。そして定まった建設予定
戸数を満たすように業務が進んでいるのかも随時
確認・報告する必要があった。以上から構築され
たダッシュボードは，共有（目標を定めたい），
判断（何かを決めたい），進捗管理（目標に基づき
管理したい）， 3つの目的に分類されるといえる。

4.�2　�状況に応じたデータ代用の可能性
　本稿では，建設型応急仮設住宅の建設戸数にお
ける事例を示した。本来，正確に見積もるために
は罹災証明書の交付結果が必要となる。しかし迅
速性を重視し，ある程度の精度を加味した上で，

応急危険度判定調査結果と進行中の被害認定調査
結果を代用した。仮に業務に必要なデータがあっ
たとしても，工夫により他のデータで代用するこ
とは特に応急期では可能だといえる。データの活
用は，必要な情報を収集するだけではなく，必要
な情報が足りない際に，手元にある情報を掛け合
わせる意味合いも持つと捉えることができる。

4.�3　�同じ情報基盤を持つことで実現できた遠
隔支援とその課題

　本事例では，当該災害に対応する市町村が外部
と同じ情報基盤をもち，集計のみならず情報の加
工や分析を協働して行った。具体的には，業務担
当者とコミュニケーションを図ることで目的や収
集している情報など業務の現状を聞き取った。そ
の際には，共有を目的とした単純な可視化を行い，
それらを踏まえて webマップやクラウド GISア
プリケーションを用いたアウトプットについて検
討した。必要に応じて GIS技術者に支援を求めた。
前述の通り，輪島市では平常時の全庁的な GIS

基盤が導入されていたため遠隔支援が実現でき，
その結果としてデータの集計のみならず情報の加
工や分析を協働して行うことができた。一方庁内
で活用できる人材が限られていたり，体制が十分
でなかったりした点も見られた。そのため本事例
では庁内の業務担当者，特に避難所や上水道につ
いて，更新を行うための手順をマニュアル化し共
有する必要があった。マニュアルの一部を図12に
て示す。以上を繰り返すことで，データセットや

表 2　GISを活用して作成されたデータの内訳

関連する業務 レイヤー デジタルマップ ダッシュボード その他アプリ
総括 0 1 1 1
上水道 4 2 2 1
応急仮設住宅 15 2 2 2
避難所・避難者 4 3 3 0
施設利用 1 1 1 1
建物被害認定調査 4 2 2 0
公費解体 4 1 1 0
道路 13 2 0 0
下水道 3 3 1 1
合計 48 17 13 6
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そのアウトプットを確定させていった。しかしそ
れぞれの業務に対して実施した内容やそのプロセ
スがどのように評価ができるかは十分に検討され
ていない。情報面においても作成されたデータ
セットや情報処理の過程についても同様である。
これらの点については，引き続き経過観察ならび
に検討を行う必要がある。
　今後南海トラフ地震の影響を受ける自治体の一
部は，今回の輪島市と地勢的特徴が類似している
ケースも想定されるため，遠隔での活動も検討し
ていかなくてはならない。その上で，各市町村が
情報基盤をどのように活用していくのかを事前に
検討しておく必要があるといえる。
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図12　作成したマニュアルの一部
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要 旨

　本研究では，令和 6年能登半島地震における石川県輪島市の事例から，市町村の災害対応に
おける GISを用いたデータ活用の実態を報告した。外部の支援団体と被災自治体が共通の基盤
を活用し，現場での効率的な情報収集，単純集計だけではなく，分析データの作成も可能にし
た。この結果，業務に必要な情報が別の情報により代替できる可能性も十分示唆された。作成
されたデータは共有，判断，進捗管理といった目的に応じて集計され活用された。
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